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空
き
家
の
適
切
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す 

▼
問
合
せ
　
都
市
計
画
グ
ル
ー
プ
☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
６
６

空
き
家
の
所
有
者
に
は

管
理
責
任
が
あ
り
ま
す

　
空
き
家
を
放
置
す
る
と
様
々
な

問
題
が
生
じ
、
他
人
に
危
害
を
加

え
る
と
、
損
害
賠
償
を
請
求
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
ん
な
状
態
で
、
周
辺
の
迷
惑

に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　
こ
れ
ら
は
一
例
で
あ
り
、
そ
の

他
様
々
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。

※勧告の対象となった特定空家等に係る土地は、固定資産税の住宅用地
　特例の対象から除外されます。
※命令に従わない場合は、過料に処せられることがあります。
※代執行に要した費用は、義務者（所有者など）から徴収します。

助言・指導 勧告 命令 代執行

●
保
安
上
の
問
題

・
建
物
、
塀
な
ど
が
傾

い
て
倒
れ
る
お
そ
れ

が
あ
る

・
屋
根
や
外
壁
が
破
損

し
て
、
飛
散
す
る
お

そ
れ
が
あ
る

●
衛
生
上
の
問
題

・
汚
水
、
排
水
の
流
出

に
よ
り
、
臭
気
が
発

生
し
て
い
る

・
ご
み
の
放
置
な
ど
に

よ
り
、
臭
気
が
発
生

し
て
い
る

・
ご
み
の
放
置
な
ど
に

よ
り
、
ね
ず
み
、
蚊
な
ど
が
発

生
し
て
い
る

●
景
観
や
生
活
環
境
の
問
題

・
窓
ガ
ラ
ス
が
割
れ
た
ま
ま
放
置

さ
れ
て
い
る

・
草
木
の
繁
茂
や
立
木
が
隣
地
や

道
路
に
は
み
出
し
て
い
る

・
動
物
が
す
み
つ
い
て
い
る

・
シ
ロ
ア
リ
が
大
量
発
生
し
て
い

る
・
門
扉
が
施
錠
さ
れ
て
お
ら
ず
、

不
特
定
の
者
が
容
易
に
侵
入
で

き
る
状
態
で
放
置
さ
れ
て
い
る

空
き
家
の
適
切
な

管
理
を
し
ま
し
ょ
う

　
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
た
め
に
も
、

次
の
事
項
に
心
が
け
、
適
切
に
管

理
し
て
く
だ
さ
い
。

・
ご
近
所
や
自
治
会
と
連
絡
先
を

確
認
し
合
い
、
異
常
が
あ
っ
た

際
に
連
絡
を
取
れ
る
よ
う
に
備

え
る

・
定
期
的
に
施
錠
や
建
物
・
塀
な

ど
の
状
況
を
確
認
し
、
破
損
な

ど
が
あ
れ
ば
修
繕
な
ど
を
行
う

・
定
期
的
に
立
木
の
剪
定
や
雑
草

の
除
草
を
行
う

・
ご
自
身
で
管
理
が
で
き
な
い
場

合
は
、
業
者
や
知
り
合
い
の
方

に
管
理
を
依
頼
す
る

　
軽
易
な
管
理
に
つ
い
て
は
、
シ

ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で
も
代
行

可
能
（
有
料
）
で
す
。
詳
し
く
は
、

直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
公
社
）
加
古
郡
広
域
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー

☎
０
７
９
（
４
３
７
）
７
３
８
６

措置の流れ

特
定
空
家
等
に
対
す
る
措
置

　
適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な

い
空
き
家
を
放
置
し
続
け
、
空
家

等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措

置
法
第
２
条
第
２
項
に
規
定
さ
れ

る
「
特
定
空
家
等
」
と
判
定
さ
れ

る
と
、
法
に
基
づ
く
措
置
に
よ
り
、

状
態
の
改
善
を
求
め
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。

特
定
空
家
と
は
次
の
よ
う
な
状
態

を
い
い
ま
す

・
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
倒
壊
な

ど
著
し
く
保
安
上
危
険
と
な
る

お
そ
れ
の
あ
る
状
態

・
著
し
く
衛
生
上
有
害
と
な
る
お

そ
れ
の
あ
る
状
態

・
適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な

い
こ
と
に
よ
り
著
し
く
景
観
を

損
な
っ
て
い
る
状
態

・
そ
の
他
周
辺
の
生
活
環
境
の
保

全
を
図
る
た
め
に
放
置
す
る
こ

と
が
不
適
切
で
あ
る
状
態

空
き
家
の
譲
渡
所
得
の

３
千
万
円
特
別
控
除
に
つ
い
て

　
相
続
日
か
ら
起
算
し
て
３
年
を

経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
の
12
月

31
日
（
平
成
28
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
５
年
12
月
31
日
）
ま
で
に
、

被
相
続
人
の
居
住
の
用
に
供
し
て

い
た
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に

建
築
さ
れ
た
家
屋
（
耐
震
性
の
な

い
場
合
は
耐
震
リ
フ
ォ
ー
ム
を
し

た
も
の
に
限
り
、
そ
の
敷
地
を
含

む
。）ま
た
は
取
り
壊
し
後
の
土
地

を
譲
渡
し
た
場
合
に
は
、
当
該
家

屋
ま
た
は
土
地
の
譲
渡
所
得
か
ら

３
千
万
円
が
特
別
控
除
さ
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
税
務
署
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
こ
の
特
例
措
置
を
利
用

す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
の
う
ち
、

「
被
相
続
人
居
住
用
家
屋
等
確
認

書
」
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
グ

ル
ー
プ
で
交
付
し
ま
す
。

●空家等相談窓口
　空き家などに関する相談や苦
情などについては、多岐の分野
にわたるため、相談窓口を設置
しています。（播磨町内にある
空き家などが対象です）
▶対応時間　平日8:30～17:15
（土・日曜日、祝日、年末年始
を除く）
▶問合せ　都市計画グループ　
計画チーム  ☎079（435）2366

●播磨町空家等バンク制度
を設けました
　本制度は、町内にある空家等
の物件情報を町ホームページな
どに公開し、空家等の活用を促
進するための制度です。バンク
に登録できるのは、町内にある
一戸建ての住宅が対象です。詳
しい内容は、下記のホームペー
ジを参照ください。
http://www.town.harima.lg.jp
/toshikekaku/kurashi/machi
zukuri/toshi/akiya/akiyabanku.
html

　
国
民
年
金
と
は
、
日
本
国
内
に

居
住
し
て
い
る
20
歳
以
上
60
歳
未

満
の
人
す
べ
て
が
加
入
す
る
公
的

年
金
制
度
で
す
。

　
届
け
出
を
忘
れ
る
と
、
将
来
受

け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額

が
少
な
く
な
っ
た
り
、
受
け
ら
れ

な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
不
意
の
事
故
や
病
気
で
障
害

が
残
っ
た
り
、
万
一
、
亡
く
な
ら

れ
た
と
き
に
は
、
障
害
基
礎
年
金

や
遺
族
基
礎
年
金
な
ど
が
支
給
さ

れ
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
市
区

町
村
役
場
へ
の
届
け
出
が
必
要
で

す
。
届
け
出
を
必
ず
行
っ
て
い
た

だ
き
、
大
切
な
年
金
の
権
利
を
守

っ
て
く
だ
さ
い
。 国

民
年
金
の
届
出
・
手
続
き
を

　
　
　
　  

必
ず
行
っ
て
く
だ
さ
い

▼
問
合
せ
　
加
古
川
年
金
事
務
所
☎
０
７
９
（
４
２
７
）
４
７
４
０

　
　
　
　
　
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ
☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
５
８
１

20
歳
に
な
っ
た
と
き

　
20
歳
に
な
り
厚
生
年
金
や
共
済

組
合
に
加
入
し
て
い
な
い
人
は
、

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
と

な
り
ま
す
。

　
市
区
町
村
役
場
に
「
国
民
年
金

被
保
険
者
資
格
取
得
届
」
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

会
社
を
退
職
し
た
と
き

　
会
社
な
ど
に
勤
め
て
い
て
、
厚

生
年
金
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て

い
る
人
は
、
国
民
年
金
第
２
号
被

保
険
者
と
な
り
ま
す
。

　
第
２
号
被
保
険
者
の
人
が
60
歳

に
な
る
前
に
退
職
し
た
場
合
は
、

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
へ

変
更
と
な
り
ま
す
。

　
市
区
町
村
役
場
に
「
国
民
年
金

被
保
険
者
資
格
取
得
届
」
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

被
扶
養
配
偶
者
で
は

な
く
な
っ
た
と
き

　
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
に
加
入

し
て
い
る
人
（
第
２
号
被
保
険

者
）
の
被
扶
養
配
偶
者
の
人
（
20

歳
以
上
60
歳
未
満
の
人
に
限
り
ま

す
）
は
、
国
民
年
金
第
３
号
被
保

険
者
と
な
り
ま
す
。

　
第
３
号
被
保
険
者
の
人
が
、
扶

養
さ
れ
な
く
な
っ
た
場
合
（※

）

に
は
、
第
３
号
被
保
険
者
で
な
く

な
り
、
第
１
号
被
保
険
者
と
な
り

ま
す
。

　
市
区
町
村
役
場
に
「
国
民
年
金

被
保
険
者
種
別
変
更
届
」
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
免
除
制
度
な
ど
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　
平
成
31
年
度
の
国
民
年
金
の
第

１
号
被
保
険
者
の
保
険
料
は
、
月

額
１
万
６
千
４
１
０
円
で
す
。

　
国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
経
済
的
に
困
難
な
と
き
に

は
、
免
除
制
度
や
学
生
納
付
特
例

制
度
が
あ
り
ま
す
。
年
金
事
務
所

ま
た
は
町
役
場
へ
申
請
す
る
こ
と

に
よ
り
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除

や
猶
予
さ
れ
、
保
険
料
の
未
納
を

防
止
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
必
要
書
類

①
年
金
手
帳
ま
た
は
納
付
書
な
ど

基
礎
年
金
番
号
の
わ
か
る
も
の

②
印
鑑
（
朱
肉
を
使
う
も
の
）

こんな時は届け出が必要です
・収入が130万円を超えた
・離婚した
・第２号被保険者の配偶者が退職した
・老齢厚生年金をうける権利をもっている
　配偶者が65歳になって、第２号被保険者
　でなくなった
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